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皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
感
謝
し
ま
す

　

環
境
省
が
調
査
し
て
い

る
平
成
25
年
度
一
般
廃
棄

物
処
理
事
業
実
態
調
査

で
、
本
市
の
１
人
１
日
当

た
り
の
ご
み
排
出
量
８
１

６
・
５
㌘
が
、
８
年
連
続

で
人
口
50
万
人
以
上
の
都

市
の
中
で
最
少
と
な
り
ま

し
た
。
（
全
国
平
均
は
９

５
８
㌘
）

　

市
民
・
事
業
者
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
で
、
引
き
続

き
ご
み
分
別
の
徹
底
や
排

出
の
抑
制
が
図
ら
れ
、
特

に
家
庭
系
ご
み
の
排
出
量

が
前
年
度
に
比
べ
大
幅
に

減
少
し
た
こ
と
が
、
今
回

の
結
果
に
つ
な
が
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自

動
車
は
平
成
27
年
４
月
１
日

以
降
に
新
規
登
録
を
受
け
る

お
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
政
策
課
☎
948
６
４
５
９
・

934
１
８
１
２
へ

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
民
税
課
（
市
役
所
本
館
２
階
）
☎
948
６
３
０
２
・

934
１
８
０
２
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
①
＝
坂
の
上
の

雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
☎
915
２
６
０
１
・

915
３
６
０
０
、
②
＝
坂
の
上
の
雲
ま
ち

づ
く
り
チ
ー
ム
☎
948
６
９
９
６
・

934

１
８
０
４
へ

明
治
の
若
者
た
ち
に
迫
る

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

【三輪および四輪以上の軽自動車】

車　　種（軽自動車）
税　　額（年）

⑴現行税額 ⑵新税額 ⑶13年経過

軽三輪（排気量660cc以下） 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪以上
（排気660cc

以下）

乗用
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物用
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円

「⑴現行税額」＝平成27年３月31日以前に新規登録を受けた
車両。ただし平成28年度課税分から「⑶＝13年経過」に該当
する場合があります。
「⑵新税額」＝平成27年４月１日以降に新規登録を受けた車両
「⑶13年経過（重課）」＝新規登録から起算して13年を経過
した車両。（平成28年度課税分から）ただし電気、天然ガス、
メタノール、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃
機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引
自動車を除きます。

平成14年12月まで

新規登録日 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

⑶
13年経過⑴

現行税額

⑵
新税額

課税なし

平成27年4月1日
に新規登録

平成27年4月2日
以降

平成15年1月から
平成16年3月まで

平成16年4月から
平成17年3月まで

平成17年4月から
平成27年3月まで

※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月13日以
前に新規登録された車両は、初度検査の「月」が確認で
きないため、特例で新規登録を受けた年の12月を初度検
査年月と見なします

【平成27年度以降の税率適用例】

※次年度以降順次⑶が適用※次年度以降順次⑶が適用

新
車
の
税
額
と
、
グ
リ
ー
ン
化
推

進
の
た
め
新
規
登
録
か
ら
13
年
を

経
過
し
た
車
両
の
税
額
が
変
わ
り

ま
す
。
な
お
車
両
の
新
規
登
録
時

期
に
応
じ
新
税
額
適
用
時
期
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
所
有
車
両
の
自

動
車
検
査
証
の
「
初
度
検
査
年

月
」
欄
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
の
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
車
や
譲

渡
な
ど
に
よ
り
車
を
手
放
し
て
も

届
け
出
を
し
な
い
と
税
金
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
左
表
の
と
お
り
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
軽
自
動
車
税
は
年
額
納
付
の
た

め
４
月
２
日
以
降
に
年
度
途
中
で

廃
車
し
て
も
還
付
は
あ
り
ま
せ
ん

■
次
の
場
合
も
手
続
き
が
必
要

　

盗
難
に
遭
っ
た
（
警
察
に
届
け

出
た
場
合
は
警
察
署
発
行
の
盗
難

届
出
証
明
書
を
添
付
）
▼
名
義
変

更
手
続
き
が
で
き
て
い
な
い
ま
ま

相
手
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
▼

バ
イ
ク
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た

▼
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
付
け
た

軽自動車
・軽２輪（125ccを超え
　250ccまで）
・２輪の小型自動車
　（250ccを超えるもの）
普通自動車
・660ccを超える全車両

四国運輸局
愛媛運輸支局
（森松町）

蕁050-5540-2076
蕭969-0556

軽自動車検査協会
（南高井町）
蕁050-3816-3124
蕭905-9782

軽自動車
・三輪、四輪のもの
　（660ccまで）

※手続きに必要なものは届け先に問い合わせ

対象車両 届け先

ま
ま
業
者
へ
引
き
渡
し
た
▼
市
外

か
ら
転
入
し
た

原動機付自転車
・１種（50ccまで）
・２種乙（50ccを
　超え90ccまで）
・２種甲（90ccを
　超え125ccまで）
・ミニカー
小型特殊自動車
・農耕作業用
　（乗用の刈り取り、
　脱穀作業を含む）
・特殊作業用

市民税課
蕁948-6302
蕭934-1802
北条支所
蕁993-4507
蕭993-4531
中島支所
蕁997-1842
蕭997-1585

※北条・中島以外
の支所は廃車申告
の取り次ぎのみ　

対象車両 届け先

新
規
登
録
・
名
義
変
更

◎登録者の印鑑（名義変更の場合は、新旧名義人双方必要）
◎譲渡証明もしくは販売証明（窓口にある申請書の該当欄に記載・
　押印するか、別紙証明できる書類を提出）
◎車台番号を確認できる下記のいずれかのもの
・現車（バイク）
・石ずり（車台番号の上に紙をあて鉛筆などで写しとったもの）
・販売証明書
・市町村発行の証明書
※身分証明書の提示を求める場合がありますので運転免許証など
　をお持ちください
◎ナンバープレート（紛失の場合は窓口にある申請書に理由を記載）
◎登録者の印鑑

廃
車

手続きに必要なもの

　

８
年
連
続
最
少
を
達
成
し
た

こ
と
は
全
国
に
誇
れ
る
こ
と
で
、

市
民
の
皆
様
の
ご
み
減
量
に
対

す
る
高
い
意
識
と
実
践
に
よ
る

も
の
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た

ご
み
減
量
や

リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
循
環
型
社
会

へ
の
先
駆
的
な
取
り
組
み
が
評

価
さ
れ
、
本
市
は
全
国
で
23
都

市
し
か
な
い
「
環
境
モ
デ
ル
都

市
」
に
横
浜
市
な
ど
と
と
も
に

選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
で
地
域
の
役
員
の
方
な
ど

か
ら
「
ご
み
出
し
ル
ー
ル
が
守

ら
れ
ず
苦
労
し
て
い
る
」
と
い

う
話
を
度
々
伺
い
ま
す
。
分
別

徹
底
の
裏
側
に
は
地
域
の
皆
様

の
日
々
の
ご
協
力
が
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

ご
み
減
量
の
た
め
に
は
、
分

別
ル
ー
ル
を

守
る
の
は
も

ち
ろ
ん
、
例
え
ば
生
ご
み
の
水

切
り
な
ど
、
一
人
一
人
が
普
段

か
ら
で
き
る
こ
と
の
積
み
重
ね

が
大
切
。
今
後
も
環
境
に
や
さ

し
い
ま
ち
づ
く
り
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

松
山
市
長

21

一
人
一
人
の
積
み
重
ね
が
大
切

正
岡
子
規

秋
山
真
之

日
時
３
月
７
日
㈯
13
時
30
分
〜
15
時

会
場
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
一
番

町
三
丁
目
）
２
階
ホ
ー
ル

内
容
関
西
大
学
東
京
セ
ン
タ
ー
長
・
竹
内

洋
さ
ん
、
龍
谷
大
学
教
授
・
松
居
竜
五
さ

ん
ら
を
招
き
、
正
岡
子
規
・
秋
山
真
之
の

青
春
時
代
の
教
育
や
生
活
な
ど
に
迫
る

定
員
・
料
金
１
０
０
人
（
先
着
順
）
。
無
料

日
時
３
月
29
日
㈰
13
時
30
分
〜
16
時（
予
定
）

会
場
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ほ
か

内
容
迷
路
絵
本
作
家
・
香
川
元
太
郎
さ
ん

作
「
湯
の
ま
ち
道
後
迷
路
・
か
く
し
絵
」

の
お
披
露
目
、
専
門
学
校
生
が
作
成
し
た

お
城
下
探
検
マ
ッ
プ
を
使
っ
た
探
検
（
ク

イ
ズ
検
定
あ
り
）

対
象
・
定
員
・
料
金
小
学
生
30
人
（
先
着

順
、
要
保
護
者
同
伴
）。
無
料

申
し
込
み
３
月
27
日
㈮
ま
で
に
、
は
が
き

ま
た
は
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ｅ
メ
ー
ル
で

氏
名
、
学
年
、
電
話
番
号
を
〒
790
８
５
７

１
坂
の
上
の
雲
ま
ち
づ
く
り
チ
ー
ム

「
フ
ィ
ー
ル
ド
探
検
の
旅
！
」
係

 saka
noue@

city.matsuyama.ehime.jp

へ

①
第
９
回
企
画
展
テ
ー
マ
展
示

「
子
規
・
真
之
の
青
春
」
開
催
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

②
〝
好
古
・
真
之
・
子
規
を
探
し

出
せ
！
〞
フ
ィ
ー
ル
ド
探
検
の
旅
！

平
成
27
年
度
か
ら
、
軽
三
・
四
輪
以
上
の

税
額
が
変
わ
り
ま
す

廃
車
な
ど
の
手
続
き
は
３
月
31
日
㈫
ま
で
に

自動車検査証で確認を

初度検査年月

　
秋
山
兄
弟
や
正
岡
子
規
ら
が
明
治
時

代
か
ら
現
在
の
松
山
に
遊
び
に
来
て
迷

子
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
、
彼
ら
を

探
し
な
が
ら
市
内
を
探
検
し
ま
す
。
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